
建築基準法（特例縮小に伴う大規模な修繕等への影響）

25
※１号建築物のみが該当する用途変更の手続きは今回変更はありません

（参考）大規模の修繕･大規模の模様替の取扱いについて

26

詳細
P-11



（参考）大規模の修繕･大規模の模様替の取扱いについて

27

■大規模の修繕・大規模の模様替への該当・非該当の判断

①屋根の改修（技術的助言 令和５年３月３１日付け国住指第５９５号、令和６
年２月２８日付け国住指第355号）

• 屋根ふき材の材料にかかわらず、屋根ふき材のみの改修は、大規模の修繕・大規
模の模様替には該当しないため、確認申請は不要です。

• 既存の屋根の上に新しい屋根をかぶせるようないわゆるカバー工法による改修
も大規模の修繕・大規模の模様替には該当しません。

28

②外壁の改修（技術的助言 令和６年２月２８日付け国住指第355号）

• 外壁の外装材のみの改修等、又は外壁の内側から断熱改修等は、大規模の修繕・
大規模の模様替には該当しないため、確認申請は不要です。

• 外壁の外装材のみの改修等であったとしても、外壁の全てを改修することに該当
する場合は除きます。

• 既存の外壁に新しい仕上材をかぶせるような工法による改修等も大規模の修
繕・大規模の模様替には該当しません。

（参考）大規模の修繕･大規模の模様替の取扱いについて



29

③床の改修（技術的助言 令和６年８月２８日付け国住指第208号）

• 床の仕上材のみの改修は、大規模の修繕・大規模の模様替には該当しないため、
確認申請は不要です。

• 既存の床に新しい仕上材をかぶせる改修も大規模の修繕・大規模の模様替には
該当しません。

（参考）大規模の修繕･大規模の模様替の取扱いについて

30

（参考）大規模の修繕･大規模の模様替の取扱いについて

④階段の改修（技術的助言 令和６年８月２８日付け国住指第208号）

• 各階における個々の階段の改修にあたり、過半に至らない段数等の改修は、大規
模の修繕・大規模の模様替には該当しないため、確認申請は不要です。

• 既存の階段の上にに新しい仕上材をかぶせる改修も大規模の修繕・大規模の模
様替には該当しません。



建築基準法（構造安全性の検証法の合理化）

31

・建築物の断熱性能の向上や省エネ設備の導入に伴い階高の高い木造建築物のニーズが高まって
いるため、比較的簡易な構造計算により設計できる範囲を高さ16ｍ以下までに拡大

・大空間を有する木造建築物が増加していることから、構造計算が必要な規模を延べ面積300㎡
を超える建築物に拡大

【参考】省エネ基準適合義務化

32

※詳細は１０月24日、１１月６日に開催する「改正建築
物省エネ法講習会」で説明します。



改正建築物省エネ法の概要

33

国資料
P-55

省エネ基準適合義務の対象

34

国資料
P-60一部変更



増改築時の省エネ基準適合

35

国資料
P-61

適用開始時期

36

国資料
P-62



建築物省エネ法（省エネルギー基準）

37

国資料
P-64

建築物省エネ法（住宅における外皮性能）

38
※地域区分はスライドP39参照

国資料
P-65



建築物省エネ法（一次エネルギー消費性能）

39

国資料
P-66

建築物省エネ法（基準への適合方法・手続き）

40
※地域区分はスライドP39参照

国資料
P-67



建築物省エネ法（省エネ基準に基づく評価方法（戸建て住宅））

41

・省エネ基準適合の確認方法として、２種類のルートが設けられている。
・計算ルートの場合は、省エネ適合性判定が必要となり、仕様基準ルートのように審査が比較的容
易な場合は、建築確認において審査が行われる。

建築物省エネ法（基準への適合方法・手続き）

42

国資料
P-68



住宅性能評価等を活用した省エネ基準適合の審査手続きの合理化

43

国資料
P-69

建築物省エネ法（住宅の仕様基準について）

44

・建築物省エネ法における住宅の省エネ基準では、省エネ計算を行わず省エネ性能（省エネ基準・
ZEH水準）への適合を簡易に確認できる方法として仕様基準が定められており、各地域におけ
る気候特性に対応した「仕様基準ガイドブック」が作成されている。

・この仕様基準を用いる場合は、建築確認手続きにおいて「省エネ適合性判定」が不要となる。

住宅ローン減税の申請時
に活用可能



【参考】地域区分

45

市町村地域の区分
若桜町、日南町、日野町４

倉吉市、智頭町、八頭町、三朝町、南部町、江府町５

鳥取市、米子市、境港市、岩美町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町、
日吉津村、大山町、伯耆町

６

仕様基準の数値等

国の今後のスケジュール

46



【参考】改正法施行に向けた国土交通省のスケジュール（予定）

47（国の改正建築物省エネ法・建築基準法の円滑施行に関する連絡会議資料から抜粋）

開催予定

７/29

【参考】国が実施する説明会等

48

公開中

実施中

受付中

建築士事務所と建設業許
可（建築一式工事）を受
けた事業者にDM発送

受付中



【参考】改正法施行に向けた国土交通省のスケジュール

49

＜国実施の講習会＞
建築基準法・建築物省エネ法設計等実務
講習会
• 令和6年度は令和6年度公布の省令/告示の概

要、建築確認申請・省エネ適判申請時における
注意点などについて開催。

• 同様の内容についてオンライン講座を受けら
れるサイトを開設予定（現在のオンライン講習
サイトを更新）

※全国47都道府県で開催

鳥取会場（各回定員850名）
日時：令和６年11月14日(木)

10:00-12:30 14:00-16:30の２回

会場名：鳥取市民会館 大ホール
会場住所：鳥取県鳥取市掛出町12

島根会場（各回定員1200名）
日時：令和６年11月15日(金)

10:00-12:30 14:00-16:30の２回

会場名：島根県民会館 大ホール
会場住所：島根県松江市殿町158

採光計算や壁量計算等の解説（入門）

50

採光に関する基準
換気に関する基準
構造関係規定の見直し



採光に関する基準① 施行令第２９条

51

■居室の採光

住宅、学校、病院などの居室には、その床面積に対して一定の割合の採光上有効な開
口部を設け、自然採光を確保しなければなりません。

■採光が必要な室

住宅の場合 居室 ： 寝室、LDK、書斎 など
非居室 ： 洗面所、便所、浴室、廊下 など

割合居室の種類
１／７以上住宅（共同住宅の住⼾）の居室
１／５以上幼稚園、小学校、中学校、高等学校、幼保連携型認定こども園

等の教室(1)
特
殊
建
築
物
の
居
室

保育所、幼保連携型認定こども園の保育室(2)

１／７以上病院、診療所の病室(3)

寄宿舎の寝室、下宿の宿泊室(4)

児童福祉施設等の寝室、保育・訓練・日常生活として使用する
居室(5)

１／10以上(1)に掲げる学校以外の学校の教室(6)

病院等の居室の内、入院患者等の談話室、娯楽室等として使用
されるもの(7)

採光に関する基準②

52

■開口部の必要面積と床面積の割合

居室の床面積(S)×割合＝必要採光面積 ≦ 開口部の有効採光面積(W)

■開口部の有効採光面積(W)

居室の床面積
（S）

開口部の
採光面積

開口部が他の建物などに接近していると、自然採光
が入らないので、隣地からの距離等により採光補正
係数を算出して、開口部の採光面積に掛けたものを
合計したものが、開口部の有効採光面積になる。

開口部の有効採光面積(W)＝開口部の採光面積×採光補正係数

■採光補正係数の求め方

住居系の用途地域 採光関係比率（D/H） ×６－１．４
工業系の用途地域 採光関係比率（D/H） ×８－１．０
その他の用途地域 採光関係比率（D/H） ×１０－１．０

※採光補正係数が3.0を超える場合は3.0を限度とする。マイナスになる
場合は０となる。

※開口部が道路に面する場合や、隣地境界線からの距離などで、採光補正
係数が１．０未満でも１．０を適用できる場合がある。

※天窓の場合の補正係数は3、縁側の場合×0.7



採光に関する基準③

53

■採光関係係数

採光関係比率 D/H
D ： 開口部の真上にある建築物の部分から隣地境界線までの水平距離
H ： 開口部の直上にある建築物の部分から開口部中心までの垂直距離

・開口部が道路に面する場合 →Ｄは反対側の道路境界線までの水平距離とする
・開口部が公園等に面する場合 →Ｄは公園等の幅の１／２までの水平距離とする

採光に関する基準④

54

■２室を１室と見なせる場合（法第２８条第４項） ※県取扱いあり

・ふすま、障子等で随時開放できるもので仕切られている２室は１室と見なせる。
・開口幅（下図の(Ｌ)が、他の部屋を介して採光する室の幅（下図の(Ｗ)）の１／２以上
あること。

・（Ｌ）は、（Ｗ）の１／２以上が随時開放可能なものであること。
・Ａ室の採光する面は問わない。（《図－１》の(ア)～(エ)のいずれの面でもよい。）
・（Ｌ）及び（Ｗ）の幅は、壁芯間の距離とする。ただし、（Ｌ）の端部に壁厚の
1.5 倍以上の幅の柱がある場合は、《図－２》のように柱仕上面から壁厚の1/2
の位置を、また、（Ｌ）の端部に袖壁がある場合は、（Ｌ）の有効開口端部から
壁厚の1/2 の位置を壁芯とみなして（Ｌ）の幅とする。



採光に関する基準⑤
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■R5法改正での住宅の採光の緩和規定

済）

採光計算や壁量計算等の解説（入門）

56

採光に関する基準
換気に関する基準
構造関係規定の見直し



換気に関する基準①

57

■換気が必要な居室等（法第２８条第２項）

居室には換気のための窓や換気設備を設けなければなりません。

換気に有効な部分の面積≧居室の床面積×１／２０

居室の床面積の1/20未満で面積が確保できない場合
→換気設備を設けなければならない。

施行令第２０条の２
自然換気設備（第１項第一号イ）
機械換気設備（第１項第一号ロ）
空気調和設備（第１項第一号ハ）

※隣地境界線までの距離などは問われない。
※２室を１室に扱えるのは採光と同じ

■換気に有効な部分

換気に有効な部分の面積は、開口部の内、直接外気に開放できる部分のみをいう。
窓の形式により、有効窓面積に倍数を掛ける。（例 引違い窓：1/２、３枚引違い：2/３）

換気に関する基準②

58

■換気設備を必ず設けなければならない場合

○有効換気面積が確保できない場合

○劇場、映画館、集会場、観覧場などの特殊建築物の場合

○火気を使用する設備を使用する場合（法第２８条第３項後半）

火気を使用する設備や器具があると、空気が汚れるため、居室であるかどうかに関
わらず、換気設備を設置する必要がある。

対象となる室

調理室、浴室その他の室で、かまど、コンロその他火を使う設備、器具を設けた室

↓

換気設備の技術的基準（施行令第２０条の３第２項）に適合した換気設備を設ける

【火気使用室でも換気設備を設けなくてよい室】
・密閉式燃焼器具などのみを設けた室
・床面積の合計が１００㎡以内の住宅または住戸に設けられた調理室

※床面積の1/１０以上かつ０．８㎡以上の換気上有効な窓が設けられていること

※密閉式燃焼器具などの器具以外で発熱量合計が１２ｋW以下のもの

・調理室以外の室
※発熱量の合計が６ｋW以下の火気使用設備などを設け、かつ換気上有効な開口部を設けたものに限る

条件を満たしている場合に限る



換気に関する基準③
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換気に関する基準④

60

■シックハウス対策（法第２８条の２）

住宅に限らず、居室を有する全ての建築物に対策が
義務づけられている。

○規制内容
使用する建築材料の規制（施行令第２０条の６）
・クロルピリホスを添加した材料は使用禁止
・ホルムアルデヒドを発散する材料の使用を

制限
→ 建材に含まれるホルムアルデヒドの発散量

に応じて、建材の使用面積が制限され、必要
換気回数に応じた換気設備が必要になる。

■換気設備の設置の義務
規制対象外（F☆☆☆☆）を使用する場合でも、原則として全ての建築物に機械換気

設備（２４時間換気システムなど）の設置が義務付けられている。
規制対象外建材を使用した場合の換気回数

住宅等の居室 → ０．５回／ｈ以上の換気能力を持つ換気設備を設置
その他の居室 → ０．３回／ｈ以上の換気能力を持つ換気設備を設置

※０．５回／ｈの換気能力とは、１時間に部屋全体の空気の１／２を入れ替えることができる能力


